
船舶事故等調査報告書 

平成２６年７月２４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１４横第２０号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２６年２月２４日 ０９時５５分ごろ 

発生場所 静岡県焼津市焼津港 

 焼津港焼津南防波堤南灯台から真方位３４７°６２０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°５１.６′ 東経１３８°１９.７′） 

事故等調査の経過 平成２６年２月２８日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜

事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 清掃船 焼津
や い づ

丸、１３トン 

２３５－３１１４５静岡、静岡県 

Ｂ 漁船 洋朋
ようほう

丸、３.９６トン 

   ＳＯ３－１４８６３（漁船登録番号）、個人所有 

   第２４２－３９１９号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

甲板員Ａ、二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 左舷船尾スタンション２本の曲損 

Ｂ 船首部の破損 

 事故等の経過 Ａ船は、船長Ａ及び甲板員Ａほか１人が乗り組み、焼津港焼津地区

の第２ふ頭へ向けて焼津港を北進していた。 

甲板員Ａは、焼津港新港地区の 鰯
いわし

ヶ島南岸壁の東方を約６ノット

の速力で航行していたところ、左舷前方にＢ船を認め、Ｂ船が停船し

ている様子だったので、Ａ船を北進させたが、突然、Ｂ船が航走を始

めてＡ船の左舷船尾方から接近し、平成２６年２月２４日０９時５５

分ごろＡ船の左舷船尾とＢ船の船首とが衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、焼津港新港地区の城之腰北岸壁

を離岸後、船長Ｂが、Ｂ船を停船させて係船索を整理していたとこ

ろ、鰯ヶ島南岸壁の東方をＡ船が航走していることを認め、Ａ船の船

尾側を追尾してＢ船を北進させようと思い、係船索の整理を終え、ク

ラッチを前進に入れ、Ｂ船を東進させて増速したとき、甲板上にあっ

た漁具に足を引っ掛けた。 

船長Ｂは、Ｂ船を航走させながら船首方から目を離し、漁具を足か

ら外していたところ、顔を上げた際、船首方を見てＡ船が至近にいる

ことに気付いたものの、何も行うことができず、Ｂ船とＡ船とが衝突



 

した。 

Ｂ船は、船首がＡ船の左舷船尾に乗り揚げた状態となり、船長Ａが

Ｂ船の船首を押してＢ船をＡ船から離し、Ａ船は、第２ふ頭へ、Ｂ船

は、焼津港焼津地区の造船所へそれぞれ自走して向かった。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北、風力 ３ 

海象：海上 平穏 

 その他の事項  船長Ｂは、本事故当日の早朝、操業中に波で船が揺れ、漁具を入れ

ていたかごがひっくり返り、漁具の一部が絡んでしまったので、後で

絡みを直そうと思い、絡んだ漁具を別にして甲板上に置いていた。 

 船長Ｂは、船首方を航行しているＡ船を認識していたが、まだ距離

があるので、大丈夫と思い、Ｂ船を停船させず、航走させた状態で漁

具を足から外していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ なし、 Ｂ あり 

Ａ なし、 Ｂ なし 

Ａ なし、 Ｂ なし 

 Ａ船は、焼津港で北進中、停船していたＢ船が航走を始めてＡ船の

左舷船尾方から接近し、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、焼津港で東進中、船長Ｂが、船首方から目を離し、漁具を

足から外す作業を行っていたことから、Ｂ船がＡ船に向けて航行し、

Ａ船と衝突したものと考えられる。 

 船長Ｂは、船首方に航行中のＡ船を認識していたが、まだ距離があ

るので、問題ないと思い、航走しながら、漁具を外す作業を行ってい

たものと考えられる。 

原因  本事故は、焼津港において、Ａ船が北進中、Ｂ船が東進中、船長Ｂ

が、船首方から目を離し、漁具を足から外す作業を行っていたため、

Ｂ船がＡ船に向けて航行し、両船が衝突したことにより発生したもの

と考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・航行中は、常に周囲の見張りを適切に行うこと。 

 


